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第４回食品添加物表示制度に関する検討会で行われる論点整理にあたり、以下の

意見を提出します。 

 

１．食品添加物表示制度の現状を十分に検証すべき   

  消費者ヒアリング及び事業者ヒアリングにおいて、現在の表示制度の変更を求め

る意見も提出された一方で、現在の表示制度の維持を求める意見が多数提出され

ております。また、現制度の丁寧な検証を求める意見も提出されております。これら

の意見と消費者意向調査の結果、第２回検討会で委員から示された事業者に寄せ

られる食品添加物についての問い合わせ数の調査結果等を踏まえ、以下の検証を

行うべきと考えます。   

（１） 現制度の定着状況についての検証。 

（２） 現在の表示の見やすさ、分かりやすさについての検証。 

（３） 表示量を増やした場合の食品表示事項全体の視認性に対する影響につい

ての検証。 

 

２．食品事業者の実行可能性につき十分に検証すべき 

第３回検討会における事業者ヒアリング結果及び委員の意見により、食品表示

制度の頻繁な見直しが事業者への大きな負担になっていることが示されております。 

食品添加物表示制度を変更した場合には広範な事業者に大きな影響を及ぼす

と考えられます。検討にあたっては、中小事業者を含めた食品事業者の実行可能

性について十分な検証が必要と考えられます。  

 

３．食品添加物に係る無添加・不使用表示の禁止を論点にすべき 

消費者ヒアリング及び事業者ヒアリングの結果、無添加・不使用表示の現状につ

いて改善を求める意見が多数提出されました。 

無添加・不使用の強調表示については、“使用していない旨が事実であること”

は当然のこととして、“消費者の方々の誤認を招くものであってはならない”と考え

ます。 
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無添加・不使用表示は、食品添加物を使用した食品の安全確保に向けた国の取

り組みについての理解を妨げており、また、表示の対象が不明確な場合があったり、

当該食品中に他の食品添加物が使用されていない、食品添加物の使用量が少な

い、同一物質が含有されていない等の消費者の方々のさまざまな誤認につながっ

ていると考えられるため、禁止とする前提で検討を行うべきと考えます。 

４．行政によるリスクコミュニケーションと情報提供のあり方を論点とすべき 

（１） 第１回の検討会での参考資料で示したように、食品添加物の安全性に対し

て漠然とした不安を持っている消費者の方々は多いと考えられます。消費者意

向調査結果によれば、64.2%の方々が、「国により認められたものが食品添加物

として使用されている」ことを知らないという結果になっています。表示制度の見

直し以前の課題として、食品添加物のリスク評価やリスク管理の仕組みについ

ての理解促進があると考えられます。 

※参考資料①：食品添加物のリスク評価（日本食品添加物協会まとめ） 

 

（２） 第１回検討会において、食品添加物についての理解促進に向けた教育が必

要との意見が複数の委員より出されました。また、学校教育における食品添加

物表示教育の強化が必要との意見もありました。消費者ヒアリングでは、学校

教育での普及・啓発不足が指摘されております。事業者ヒアリングにおいても食

品添加物の有用性・安全性の普及・啓発が課題であるとの意見が提出されて

おります。 

表示制度についての教育も重要と思われますが、学校教育においては食品 

添加物の必要性、及び「国により認められたものが食品添加物として使用され 

ている」旨についての教育が必要と考えます。 

※参考資料②：「学校給食衛生管理基準」（文部科学省） 

 

（３） 行政によるリスクコミュニケーションの推進、学校教育による普及・啓発、及

び事業者による情報提供を含め、幅広い観点から、食品添加物についての普

及・啓発の手段について議論すべきと考えます。議論に際し、リスクコミュニケ

ーションの現状と課題、学校教育における食品添加物に関する情報提供の現

状について食品安全委員会と文部科学省の関係者からヒアリングを行い、各省

庁が連携した取り組みに繋げて頂くことを提案します。 
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